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300 (２２)  

　子ども会議を開催
し、市政等について子
どもが市民として意見
表明することを支援し
ます。

29条 313
334 子ども会議

　川崎市子どもの権利に関する条例に基
づき、子どもの意見表明の場として川崎
市子ども会議を開催し、市長への提言、
活動報告等を支援する。

　今年度、たばこの分煙について、エコキャッ
プ、子ども会議の連携をテーマに定例会を25回
開催した。これら一年間取り組んだ活動内容に
ついて3月に市長への報告会を行った。

3

　今年度も引き続き、「たばこの分煙につい
て」「エコキャップ」「子ども会議同士の連
携」をテーマに定例会を２４回開催した。ま
た、３月に市長へ一年間の活動内容について報
告会を行った。

3

　今年度も引き続き、「たばこの分煙について」「エコ
キャップ」「子ども会議同士の連携」をテーマに定例会
を２４回開催した。また、３月に市長へ一年間の活動内
容について報告会を行った。

3

■成果：３つのテーマについてそれぞれ具体的な成果が上がった。
たばこの分煙学習では、よりよい喫煙所について考え、提言するこ
とができた。エコキャップ運動では3年間でキャップを計３６０．
６人分のワクチンに変え、多くの子どもたちを救ってきた。また、
市内、市外いろいろな子ども会議との交流も進んだ。

■「子どもの権利」に関連して：テーマについて机上の話し合いで
終わることなく、実際の施設の見学や活動に参加することなどを保
障していった。

■課題：子どもたちが、本気で取り組んでみたいテーマ設定ができ
ているか、常に意識していくことが大切である。そのために、事務
局やサポーターの子どもたちへの関わり方が重要である。

C 教育委員会事務局 生涯学習推進課

301
283
299
315

地域教育会議（行政区・中
学校区子ども会議）

　行政区・中学校区地域教育会議におい
て、行政区・中学校区子ども会議を開催
し、文化・スポーツを通した子どもの交
流を促進するほか、子どもの意見表明や
活動を支援する。

　７行政区子ども会議、51中学校区子ども会議
では、それぞれテーマを設定し多彩な活動を
行った。行政区子ども会議では区長が参加し、
活動報告会など子どもたちの意見表明の場を設
けた。

3

　７行政区子ども会議、５１中学校区子ども会
議では、工夫をこらした多彩な活動を行った。
行政区子ども会議では区長報告会を実施し、一
年間の活動報告を行うなど子どもたちの意見表
明の場を設定した。

3

　７行政区子ども会議、５１中学校区子ども会議では、
工夫をこらした多彩な活動を行った。行政区子ども会議
では区子ども集会、拡大子ども会議を実施し、区長報告
や一年間の活動報告を行うなど子どもたちの意見表明の
場を設定した。

3

■成果：行政区・中学校区子ども会議ともに、子どもと大人が協力
しながらいろいろな活動を行った。行政区子ども会議では、他の子
ども会議との交流も意識した取組も見られた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもたちの活動が権利条例とど
のようにつながっていくのか、意識して取り組むことができた。

■課題：年間を通して活動している子ども会議があれば、年1回の
イベントを開催するところもある。無理のないように活動すること
は大切だが、さらに活動を活性化させることが必要である。

C 教育委員会事務局 生涯学習推進課

302  

　育ち・学ぶ施設、そ
の他活動の拠点となる
場の運営等について、
子ども運営会議や生徒
会活動等、子どもが構
成員として参加し、意
見表明することを支援
します。

337
342

子ども夢パーク事業(子ど
も運営委員会）

　子どもの活動拠点として、また、子ど
もなら誰でも利用できる施設として、子
どもの意見表明・参加を実践するために
事業を行う。施設において、子ども運営
委員会を組織し、子どもの意見を施設の
管理運営事業実施に反映させる。

　子ども運営委員会を組織し、子どもの意見を
スタジオの利用方法や「KUJIROCK」、「こ
どもゆめ横丁」などのイベント開催といった施
設の管理運営事業実施に反映させた。

3

　子どもの意見表明・参加を実践する子どもが
中心となった委員会を組織し、横丁会議は７回
開催、「こどもゆめ横丁」の建設も廃材を使っ
て子ども達自身の手で行った。

3
　各種行事の実施に当たっては、子ども運営委員会を組
織するなど、多くの子どもの意見を反映させ、子ども自
身が企画、実施に携わった。

3

■成果：各種行事等の実施にあたり、子どもが自ら育ち、学べるよ
うな環境を整備した。

■「子どもの権利」に関連して：各種行事等に多くの子どもの意見
を反映させ、子ども自身が企画、実施に携わるなど、子どもの意見
表明と参加が促進された。

■課題：子どもの活動拠点として、また子どもなら誰でも利用でき
る施設として、多くの子どもの声や意見を反映させ、子どもが自ら
育ち、学べるような環境づくりを継続していく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

303 297
子ども夢パーク事業（夢
パークつうしん）

　子ども運営委員の子どもと支援委員会
のおとな及びスタッフの協働で「夢パー
クつうしん」を作成し、地域や公共施設
に配布することにより、夢パーク利用の
促進と施設運営に関する子どもの主体的
な参加を促進する。

　指定管理者において、「夢パークつうしん」
を手作りで隔月で年間9,500部発行し、地域や
利用者、公共施設に配布した。

3
　指定管理者において、「夢パークつうしん」
を手作りで隔月で年間9,500部発行し、地域や
利用者、公共施設に配布した。

3
　指定管理者において、「夢パークつうしん」を手作り
で隔月で年間9,000部発行し、地域や利用者、公共施設
に配布した。

3

■成果：夢パーク通信を定期的に発行して市民に広報し、夢パーク
の利用を促進した。

■「子どもの権利」に関連して：子どもとの協働で作成することに
より、夢パーク利用の促進と施設運営に関する子どもの主体的な参
加を促進した。

■課題：引き続き、魅力的な紙面づくり等により、効果的な広報を
行っていく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

304 343
こども文化センター運営協
議会

　地域が主体となったこども文化セン
ターの運営を図るために、こども文化セ
ンターの利用者等により運営協議会を組
織し、運営上の諸課題等について協議す
る。また、子どもたちの参加を含め、意
見を取り入れるよう努める。

　こども文化センター全58館において運営協議
会を開催し、館ごとの行事や運営上の課題につ
いて話し合った。また、子どもの参加活動を促
し、意見を取り入れた。

3

　こども文化センター全58館において運営協議
会を開催し、館ごとの行事や運営上の課題につ
いて話し合った。また、子どもの参加活動を促
し、意見を取り入れた。

3

　こども文化センター全57館において地域の町内会・自
治会関係者、学校・ＰＴＡ関係者等を構成員とする運営
協議会を開催し、館ごとの行事や運営上の課題について
話し合った。また、子どもの参加活動を促し、意見を取
り入れた。

3

■成果：各行事の実施にあたり、子どもが自ら育ち、学べるような
環境づくりがなされた。

■「子どもの権利」に関連して：多くの子どもの意見を反映させ、
子ども自身が企画、実施に携わるなど、子どもの意見表明と参加が
促進された。

■課題：子どもが安心して過ごせる居場所として、多くの子どもの
声や意見を反映させ、子どもが自ら育ち、学べるような環境づくり
を継続していく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

305 344
こども文化センター・わく
わくプラザ子ども運営会議

　こども文化センターやわくわくプラザ
の運営にあたり、幅広く子どもの意見を
聴くために、会議の企画・運営の全て
を、子どもが中心となって行い、職員や
地域のおとなはその補助に徹するよう努
めていく。

　こども文化センターやわくわくプラザの運営
にあたり、子どもが中心となって利用のルール
を定めたり、希望する行事等の意見を聴取し、
子どもが主体的に企画し運営に携わるような行
事を開催した。

3

　こども文化センターやわくわくプラザの運営
にあたり、子どもが中心となって利用のルール
を定めたり、希望する行事等の意見を聴取し、
子どもが主体的に企画し運営に携わるような行
事を開催した。

3

　こども文化センターやわくわくプラザの運営にあた
り、子どもが中心となって利用のルールを定めたり、希
望する行事等の意見を聴取し、子どもが主体的に企画し
運営に携わるような行事を開催した。

3

■成果：各行事の実施にあたり、子どもが自ら育ち、学べるような
環境づくりがなされた。

■「子どもの権利」に関連して：多くの子どもの意見を反映させ、
子ども自身が企画、実施に携わるなど、子どもの意見表明と参加が
促進された。

■課題：子どもが安心して過ごせる居場所として、多くの子どもの
声や意見を反映させ、子どもが自ら育ち、学べるような環境づくり
を継続していく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

306
こども文化センターだより
等

　子ども運営会議等での意見表明や子ど
もたちが企画した行事を、こども文化セ
ンターだよりに掲載し配布する。また、
ホームページ等により広報し子どもの参
加を促進する。

　こども文化センター各館において、子どもが
中心に企画した行事を掲載したこども文化セン
ターだよりを作成配布した。ホームページ等に
より広報した。

3

　こども文化センター各館において、子どもが
中心に企画した行事を掲載したこども文化セン
ターだよりを作成配布した。ホームページ等に
より広報した。

3
　こども文化センター各館において、子どもが中心に企
画した行事を掲載したこども文化センターだよりを作成
配布し、ホームページ等による広報も実施した。

3

■成果：子ども運営会議等での意見表明や子どもたちが企画した行
事を広報し、子どもの参加を促進した。

■「子どもの権利」に関連して：子どもの意見表明の場をつくり、
参加の促進に寄与している。

■課題：引き続き、子ども自身が意見表明し、参加が促進されるよ
うな取り組みを行っていく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

307 345
青少年施設における子ども
運営委員会

　子ども夢パークを除く他の施設におい
て、子どもの意見を取り入れた施設運営
が図れるよう取り組み、子どもが意見を
表明することを支援する。

　子どもの意見を取り入れ、子どもたちにとっ
て魅力ある施設として運営できるよう、子ども
運営委員会委員募集を市政だよりやホームペー
ジで広報し、運営委員会で行事企画を行うなど
活性化を図った。

3

　子どもの意見を取り入れ、子どもたちにとっ
て魅力ある施設として運営できるよう、子ども
運営委員会委員募集を市政だよりやホームペー
ジで広報し、運営委員会で行事企画を行うなど
活性化を図った。

3
子どもの声や意見を施設運営に反映させ、子どもにとっ
てより魅力ある施設として運営できるよう、利用者へ聞
き取り等を実施した。

3

■成果：子どもの意見を取り入れ、より魅力のある施設運営を進め
た。

■「子どもの権利」に関連して：子どもの意見を尊重し、参加の促
進に寄与した。

■課題：引き続き、子ども自身が意見表明し、参加が促進されるよ
うな取り組みを行っていく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

308 228
341 学校教育推進会議

　教育目標、教育活動等に関し、定期的
に話し合う場として位置付け、校長の求
めに応じて児童生徒、保護者、学区域住
民等が、意見を述べ.る機会として設置
し、より一層開かれた学校づくりの推進
を担う。

　各校において、地域とともに歩む、地域に開
かれた学校づくりを進める上で、貴重な意見が
寄せられた。学校評価システムにも有効に機能
し、平成26年度はすべての市立学校（178
校）において、学校関係者評価が学校評価シー
ト上に記された。

3

　各校において、地域とともに歩む、地域に開
かれた学校づくりを進める上で、貴重な意見が
寄せられた。学校評価システムにも有効に機能
し、すべての市立学校（178校）において、学
校関係者評価が学校評価シート上に記されてい
る。

3

　各校において、地域とともに歩む、地域に開かれた学
校づくりを進める上で、貴重な意見が寄せられた。学校
評価システムにも有効に機能し、平成28年度はすべての
市立学校（178校）において、学校関係者評価が学校評
価シート上に記された。

3

■成果：学校評価システムの機能強化が図られ、すべての市立学校
（178校）で適正な学校関係者評価が定着した。また、キャリア在
り方生き方教育など、今日的課題についても評価項目に掲げられ、
実効性のある評価がなされている。

■「子どもの権利」に関連して：人権尊重教育をすべての教育活動
の基盤においており、確実に評価がなされている。

■課題：PDCAサイクルのいっそうの充実。

C 教育委員会事務局 教育改革推進担当

309 339 学校における生徒会活動

　生徒会活動等を通して生徒の自主性・
自発性を尊重し、実践に生かされるよう
に教師が適切に指導援助するよう努め
る。

　各学校の現状に応じて生徒会活動等を行っ
た。生徒の自主性・自発性を尊重し、実践に生
かされるように教師が適切に指導援助すること
に努めるように留意した。

3

　学校の現状に応じた生徒会活動等を行ってい
くために、特別活動の意義を教職員で共通理解
している。生徒の自主性を尊重し、実践に生か
されるように教師が適切に指導援助するよう努
めた。

3

　学校の実情に応じた生徒会活動を行っていくために、
特別活動部会総会や教育課程研究会、地区研究会等の機
会を通じて、生徒の自主性を尊重し、実践につながる指
導助言の方法等について伝達した。さらに、特別活動の
意義を全教職員で共通理解する大切さについても周知し
た。

3

■成果：生徒会担当など多くの教師が集まる特別活動部会総会や教
育課程研究会において、生徒会活動の実践例などの伝達を行ない、
教師の指導・援助についての共通理解を図った。

■「子どもの権利」に関連して：生徒総会、委員会活動、リーダー
研修会など様々な機会を通じて、生徒一人ひとりの思いや願いを具
現化する重要性を伝達した。

■課題：生徒一人ひとりが活躍する機会をつくり、より主体的に生
徒会活動を運営するための指導・援助の方法について実践例を共有
する必要がある。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
カリキュラムセンター

〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅳ　子どもの参加（第４章）

具体的な取組

施策の方向Ⅳ　300～345

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止
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〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅳ　子どもの参加（第４章）

具体的な取組

施策の方向Ⅳ　300～345

310 (２２)  

　文化やスポーツな
ど、地域において子ど
もが活動に参加するこ
とを支援します。

29条
地域における子ども向けス
ポーツ事業の実施

　スポーツ推進委員や総合型地域スポー
ツクラブ等と連携し、地域の大人と関わ
りながら子どもたちがスポーツを楽しめ
る機会を提供する。

　各区においてスポーツ推進委員会主催の子ど
も向けスポーツ大会等を開催した。
　また、平成２６年度新たに１クラブが設立さ
れ、市内の総合型地域スポーツクラブが１０ク
ラブとなり、こどもがスポーツできる機会を提
供した。

3

　各区のスポーツ推進委員会、総合型地域ス
ポーツクラブ等と連携して地域の子どもたちが
参加できるスポーツ大会やイベントなどを開催
し、スポーツを楽しめる機会を提供した。

3

　各区のスポーツ推進委員会、総合型地域スポーツクラ
ブ等と連携して地域の子どもたちが参加できるスポーツ
大会やイベントなどを開催し、スポーツを楽しめる機会
を提供した。

3

■成果：各区のスポーツ推進委員会、総合型地域スポーツクラブ等
と連携して地域の子どもたちが参加できるスポーツ大会やイベント
などを開催し、スポーツを楽しめる機会を提供した。

■「子どもの権利」に関連して：スポーツ大会やイベントに参加す
ることで、同年代の子どもや大人たちと交流し、自然に人間関係の
形成や互いの権利の尊重などを学び、スポーツを通じて、子どもの
豊かで健全な成長を促す機会を提供することができた。

■課題：スポーツ大会やイベントの開催にあたり、より多くの子ど
もたちの参加を促すため、競技の選定や開催手法を検討していく必
要がある。また、その用具や開催場所の確保も課題である。総合型
地域スポーツクラブにおいては、機会創出のためクラブ数の増加を
図っているが、既存クラブや準備クラブでは、財政面や人材面で課
題が生じており、クラブへの支援等について検討が必要となってい
る。

C 市民文化局 市民スポーツ室

311 青少年の文化活動支援事業
　青少年が音楽や映像、舞台などの文化
芸術に触れる機会や参加する機会を提供
する。

　青少年が文化芸術に触れる機会や参加する機
会の支援として、アートセンターにおける子ど
もたちを対象とした演劇と映像のワークショッ
プや、「ミューザの日」として、市制記念日に
シンフォニーホールで開催したパレード行進及
び演奏会、小学校における映像制作活動の支援
など、様々な事業を通じて子どもたちが文化活
動に参加できる機会を提供した。

3

　春休み・夏休み期間中に、ミュージカルや朗
読・映画など、演劇及び映像芸術を体験する機
会を通し理解を深めるためのワークショップを
開催した。
　こどもたちが演奏会の企画、制作及び運営を
行う「ジュニア・プロデューサー」や楽器体験
や未就学児童も参加できる演奏会を連日開催す
る「こどもフェスタ」、こどもの日にホールの
バックヤードﾞなどを見学できる「オープンハウ
ス」を開催するなど、音楽に気軽に触れる機会
を創出した。また、ホールHPのこども向けの専
用ページ「わくわくミューザ」で様々なこども
向けイベントについて発信した。
　「子ども権利の日のつどい」にて、テレビ局
の仕事が体験できる映像ワークショップを行っ
た。

3

　春休み・夏休み期間中に、ミュージカルや朗読・映画
など、演劇及び映像芸術を体験する機会を通し理解を深
めるためのワークショップを開催した。
　子どもたちが演奏会の企画、制作及び運営を行う
「ジュニア・プロデューサー」や楽器体験や未就学児童
も参加できる演奏会を連日開催する「こどもフェス
タ」、こどもの日にホールのバックヤードなどを見学で
きる「オープンハウス」を開催するなど、音楽に気軽に
触れる機会を創出した。また、ホールHPの子ども向けの
専用ページ「わくわくミューザ」で様々な子ども向けイ
ベントについて発信した。
　「子ども権利の日のつどい」にて、テレビ局の仕事が
体験できる映像ワークショップを行った。

3

■成果：アートセンターでは、舞台芸術、映像芸術を通して青少年
が文化芸術に触れ体験する機会を提供することにより、文化芸術に
対する感性や創造性の育成に貢献することができた。
　ミューザ川崎シンフォニーホールでは「音楽のまち・かわさき」
の中核施設として、音楽を通して楽しみながら、子ども達に将来へ
の夢や得がたい経験をあたえることに貢献した。

■「子どもの権利」に関連して：舞台芸術、映像芸術関連では、
ワークショップの実施を通して、青少年が自分を表現し、意見交換
を行う等、「参加する権利」に大きく貢献した。
　音楽関連では、ジュニアコンサートやワークショップ、職場体験
といった子供が主体となり、実際に経験し学ぶ機会を設けることで
「自分を豊かにし、力づけられる権利」及び「参加する権利」に大
きく貢献した。
　「子ども権利の日のつどい」にて、テレビ局の仕事が体験できる
映像ワークショップを行うことで、「自分を豊かにし、力づけられ
る権利」及び「参加する権利」に大きく貢献した。

■課題：定員を超過している事業に関しては開催方法等の見直しを
行うなど、より多くの希望者を受け入れられるよう今後も継続し事
業を行っていく必要がある。

C 市民文化局 市民文化振興室

312 青少年指導員事業

　文化的活動やスポーツ行事等を通じ
て、青少年が多くの人とふれあい、豊か
な情操と健全な心身を育てていくことを
促進する。

　青少年が多くの人とふれあい、豊かな情操と
健全な心身を育む機会を提供するため、地域に
おける文化的活動やスポーツ行事等、青少年が
参加できる事業を実施した。

3

　青少年が多くの人とふれあい、豊かな情操と
健全な心身を育む機会を提供するため、地域に
おける文化活動やスポーツ行事等、青少年が参
加できる事業を実施した。

3
　青少年が多くの人とふれあい、豊かな情操と健全な心
身を育む機会を提供するため、地域における文化活動や
スポーツ行事等、青少年が参加できる事業を実施した。

3

■成果：青少年の創造的活動の助長と自発的活動及びその育成活動
を推進し、青少年の健全な育成を図ることができた。

■「子どもの権利」に関連して：青少年の健全育成を図ることで、
子どもの権利の保障に資することができた。

■課題：青少年指導員の慢性的な欠員解消に向けて、適正配置の実
施や積極的な広報等を行っていく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

313
300
334 子ども会議

　川崎市子どもの権利に関する条例に基
づき、子どもの意見表明の場として川崎
市子ども会議を開催し、市長への提言、
活動報告等を支援する。

　今年度、たばこの分煙について、エコキャッ
プ、子ども会議の連携をテーマに定例会を25回
開催した。これら一年間取り組んだ活動内容に
ついて3月に市長への報告会を行った。

3

　今年度も引き続き、「たばこの分煙につい
て」「エコキャップ」「子ども会議同士の連
携」をテーマに定例会を２４回開催した。ま
た、３月に市長へ一年間の活動内容について報
告会を行った。

3

　今年度も引き続き、「たばこの分煙について」「エコ
キャップ」「子ども会議同士の連携」をテーマに定例会
を２４回開催した。また、３月に市長へ一年間の活動内
容について報告会を行った。

3

■成果：３つのテーマについてそれぞれ具体的な成果が上がった。
たばこの分煙学習では、よりよい喫煙所について考え、提言するこ
とができた。エコキャップ運動では3年間でキャップを計３６０．
６人分のワクチンに変え、多くの子どもたちを救ってきた。また、
市内、市外いろいろな子ども会議との交流も進んだ。

■「子どもの権利」に関連して：テーマについて机上の話し合いで
終わることなく、実際の施設の見学や活動に参加することなどを保
障していった。

■課題：子どもたちが、本気で取り組んでみたいテーマ設定ができ
ているか、常に意識していくことが大切である。そのために、事務
局やサポーターの子どもたちへの関わり方が重要である。

C 教育委員会事務局 生涯学習推進課

314 青少年フェスティバル

　青年層（１５歳から３０歳）の企画・
運営による、小・中・高校生を対象とし
たイベントで、ステージ企画・ゲーム企
画・模擬店・フリーマーケットなどを実
施する。

　企画・運営を行う青年層９人による実行委員
会を設置し、平成27年3月8日に川崎市とどろ
きアリーナにおいて青少年フェスティバルを実
施した（来場者数4,658人）。

3

　企画・運営を行う青年層９人による実行委員
会を設置し、平成2８年3月２０日に川崎市とど
ろきアリーナにおいて青少年フェスティバルを
実施した。

3

　企画・運営を行う青少年層２２人による実行委員会を
設置し、年間を通してステージやゲームの内容等の企
画・準備を進め、平成２９年３月５日に川崎市とどろき
アリーナにおいて青少年フェスティバルを実施し、
9,328人が来場した。

3

■成果：青少年が社会参加を通じた達成感や自己有用感を得ること
ができ、次代の担い手育成の一助とすることができた。

■「子どもの権利」に関連して：青少年が自ら企画立案・運営に携
わることで、子どもの自分で決める権利、参加する権利に資するこ
とができた。

■課題：より多くの青少年層の参加を促す必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

315
283
299
301

地域教育会議（行政区・中
学校区子ども会議）

　行政区・中学校区地域教育会議におい
て、行政区・中学校区子ども会議を開催
し、文化・スポーツを通した子どもの交
流を促進するほか、子どもの意見表明や
活動を支援する。

　７行政区子ども会議では多彩な活動を行っ
た。定例会を行っているのは３つの区子ども会
議になり、その他の区子ども会議はイベント的
に開催した。各中学校区子ども会議でも、工夫
をこらした取組を行っている。

3

　７行政区子ども会議、５１中学校区子ども会
議では、工夫をこらした多彩な活動を行った。
３行政区子ども会議で定例会を行っている。中
学校区子ども会議では、イベント的な行事を開
催したところと、数回の会議を催したところが
ある。また、市と行政区の子ども会議は連携を
意識した取組を行った。

3

　７行政区子ども会議、５１中学校区子ども会議では、
工夫をこらした多彩な活動を行った。４行政区子ども会
議で定例会を行っている。中学校区子ども会議では、イ
ベント的な行事を開催したところと、数回の会議を催し
たところがある。また、市と行政区の子ども会議は、権
利の日のつどいやかわさき子ども集会等を通して連携を
意識した取組を行った。

3

■成果：市の子ども会議と行政区子ども会議がそれぞれに活動して
いたが、イベントを通して交流をし、連携を図れるようになった。

■「子どもの権利」に関連して：市・行政区どの子ども会議も子ど
もの意見表明権を大切にし活動を推進してきた。

■課題：子ども会議の活動がさらに活性化するためには、交流、連
携をさらに深めると共に、統一テーマのようなものを創造すること
が必要である。

C 教育委員会事務局 生涯学習推進課

316  

　各種子ども教室や施
設見学等により様々な
社会体験ができるよ
う、子ども向けの事業
を実施します。また、
それらの情報を集約
し、ホームページ等に
おいて子どもに分かり
やすく提供します。

こども防災塾

　親子でのいろいろな防災体験を通じ
て、防災に関心を持ってもらい日頃の備
えの大切さや地域での防災協力について
学ぶ「こども防災塾」を夏休みに開催す
る。

　7月30日（水）には海上防災基地見学、31
日（木）には消防局航空隊見学を行い、2日間
合計で160名の親子が、様々な防災体験を行
い、必要な防災知識の習得を行った。

3

　7月27日（月）には消防局航空隊見学、28
日（火）には海上防災基地見学を行い、2日間
合計で約160名の親子が、様々な防災体験を行
い、必要な防災知識の習得を行った。

3

　7月2８日（木）、2９日（金）の両日とも、消防局航
空隊や「そなエリア（防災体験施設）」の見学を行い、2
日間合計で約160名の親子が、様々な防災体験を行い、
必要な防災知識の習得を行った。

3

■成果：多くの防災体験を通じて、小学生の防災知識の習得が図ら
れた。

■「子どもの権利」に関連して：本事業を通じて、子どもが防災教
育を主体的に受けられる機会を創出した。

■課題：さらなる内容の充実に努めていく。

C 総務企画局 危機管理室

317
「そなえる。かわさき」や
さしい日本語版

　防災啓発冊子「備える。かわさき」に
ついて、小学生に向けて防災知識の普及
啓発を図るために、難しい言葉や専門的
用語を簡単な言葉に置き換えた「やさし
い日本語」による防災啓発広報紙を配布
する。

　本冊子は、主に外国人市民を対象に製作して
いるものだが、小学生用のテキストとしての活
用の有効性も考慮し、小学生高学年までに習う
漢字と文法表現となるよう内容の見直しを行っ
た。

3
　防災講座や、こども防災塾などのイベント、
各区役所危機管理担当窓口を通じ、冊子の配布
を行った。

3
　防災講座やこども防災塾などのイベント、各区役所危
機管理担当窓口を通じ、冊子の配布を行った。 3

■成果：小学生への防災知識の普及啓発が図られた。

■「子どもの権利」に関連して：本事業を通じて、子どもが防災教
育を主体的に受けられる機会を創出した。

■課題：最新の社会動向等を踏まえながら、掲載内容の変更・充実
に努めていく。

C 総務企画局 危機管理室

318 統計キッズページ
　統計の普及啓発を目的とし、子どもが
統計の意義や必要性について理解を深め
ることを支援する。

　川崎市統計書、大都市比較統計年表をもとに
作成した主要統計のグラフについて、最新の情
報に更新した。また、子どもへの周知を図れる
ように教育委員会に依頼し、教育だよりに統計
キッズページの案内を掲載した。

3

　川崎市統計書、大都市比較統計年表をもとに
作成した主要統計のグラフについて、最新の情
報に更新した。また、様々な調査があることを
知ってもらうために、家計調査結果を用いて、
川崎市民が食べものを1年間どのくらい買って
いるのかを掲載した。

3

　川崎市統計書、大都市比較統計年表をもとに作成した
主要統計のグラフについて、最新の情報に更新した。ま
た、平成27年国勢調査結果から子どもにとって身近な統
計を抽出してわかりやすく説明した国勢調査ページを更
新した。

3

■成果：統計について子どもが興味関心を持てるように、様々な統
計から抽出して案内を行った。

■「子どもの権利」に関連して：統計への知識啓蒙を推進した。

■課題：統計をより理解していくようわかりやすい統計を追求する
必要がある。

C 総務企画局 統計情報課

319 自治基本条例キッズページ
　川崎市自治基本条例について子どもが
分かりやすく学べるように子ども向けの
ホームページの運営を行う。

ホームページを通じ情報提供を行った。 3 ホームページを通じ情報提供を行った。 3 ホームページを通じ情報提供を行った。 3

■成果：「自治基本条例キッズページ」を通じて情報提供を行っ
た。

■「子どもの権利」に関連して：全ての漢字・カタカナにルビをふ
り、子ども見やすいようにした。

■課題：より関心を持ってもらえるよう、情報提供の手法等に更な
る工夫が求められる。

C 市民文化局 協働・連携推進課

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止
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事業
№

推進
施策

条例の
条数

再掲 事業 事業概要 平成２６年度実施状況
平成26年
度の達成度

平成２7年度実施状況
平成27年度
の達成度 平成２8年度実施状況

平成2８年度
の達成度 3年間の成果と課題

３年間の自己評
価

平成２８年度の所
管局

平成２８年度の所管課

〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅳ　子どもの参加（第４章）

具体的な取組

施策の方向Ⅳ　300～345

320 (２２)  

　各種子ども教室や施
設見学等により様々な
社会体験ができるよ
う、子ども向けの事業
を実施します。また、
それらの情報を集約
し、ホームページ等に
おいて子どもに分かり
やすく提供します。

29条 348 かわさきしこどもページ

　子どもにわかりやすい表現で、条例に
ついてやイベント、相談窓口の情報など
を川崎市ホームページ上で発信すること
で、子どもがより豊かに生活し、社会に
参加するきっかけづくりができるよう支
援する。

　ページ内の全ての漢字・カタカナにルビをふ
るなど子どもにわかりやすい表現で相談先の情
報を掲載した。また子ども向けの様々なイベン
トをカレンダー形式で掲載した。夏休みや冬休
み等、子どもの長期休暇に合わせて開催される
イベントの情報提供を全庁に依頼し、最新の情
報を掲載することで子どもの社会参加の機会を
促した。

3

　ページ内の全ての漢字・カタカナにルビをふ
るなど子どもにわかりやすい表現で相談先の情
報を掲載した。また子ども向けの様々なイベン
トをカレンダー形式で掲載した。夏休みや冬休
み等、子どもの長期休暇に合わせて開催される
イベントの情報提供を全庁に依頼し、最新の情
報を掲載することで子どもの社会参加の機会を
促した。
　また、サイト内で紹介している各施設やその
他情報について、リンクの追加修正を随時行
い、一部ページ内の構成を見直すなど、適正な
ホームページの管理・運営を行った。

3

　ページ内の全ての漢字・カタカナにルビをふるなど子
どもにわかりやすい表現で子ども向けイベントなどを掲
載した。夏休みや冬休み等、子どもの長期休暇に合わせ
て開催されるイベントの情報提供を全庁に依頼し、最新
の情報を掲載して子どもの社会参加の機会を促した。ま
た広報資料の紹介ページをより見やすく分かりやすくな
るよう整理し、新たに子どもの権利条例絵本について掲
載した。
　その他、ページ内で紹介している各施設やその他情報
について、リンクの追加修正を随時行い、適正なホーム
ページの管理・運営を行った。

3

■成果：子ども向けイベント情報の掲載や相談ページ、広報資料
ページの整理を通して、子どもが自分で情報を探せる見やすいペー
ジを提供できた。

■「子どもの権利」に関連して：全ての漢字・カタカナにルビをふ
り、子どもが見やすいようにした。

■課題：ホームページの閲覧数が伸びていないため、庁内のイベン
ト情報の随時更新による情報の最適化や市トップページへの掲出の
他、子どもが楽しめるような新たなコンテンツの創出など、「こど
もページ」そのものの広報及び、魅力的な見せ方の検討が必要であ
る。

C こども未来局 青少年支援室

321 さいわいこどもページ

　幸区の魅力等を紹介した子ども向けの
ホームページの運営を行い、子どもが地
域において、より豊かに生活できるよう
支援する。

　幸区の魅力等を紹介した子ども向けのホーム
ページを適切に運営管理し、月105件程度のア
クセス数があった。

3
　幸区の魅力等を紹介した子ども向けのホーム
ページを適切に運営管理し、月100件程度のア
クセス数があった。

3 　幸区の魅力等を紹介した子ども向けのホームページを
適切に運営管理し、月90件程度のアクセス数があった。 3

■成果：子どもたちが幸区に興味を持てるよう、わかりやすい表現
で情報発信を実施することができた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもたちが幸区に興味を持てる
よう、わかりやすい表現で情報発信を実施することにより、子ども
の参加する権利につながった。

■課題：CMS改修(H25)以降、アクセス数は年々減少している。
CMSの制限はあるものの、子どもの興味を引くようなデザインや
ページ構成となるよう見直しを図っていく。

C 幸区役所 企画課

322 359 たかつくこどもページ

　子どもが自ら必要な情報が収集できる
よう、区のホームページの児童向けペー
ジ（こどもページ）に区の概要等を優し
い文章で紹介し、ふりがなを付けて掲載
する。

　月１回程度、掲載内容の再確認・修正等のメ
ンテナンスを行った。 3 　月１回程度、掲載内容の再確認・修正等のメ

ンテナンスを行った。 3
掲載内容の確認・修正等のメンテナンスを行ったほか、
国史跡に登録された橘樹官衙遺跡群のページを作成し
た。

3

■成果：高津区の見どころや歴史などをホームページを通じて案内
することができた。

■「子どもの権利」に関連して：区内の情報を提供することで子ど
もの「自分で決める権利」に寄与することができた。

■課題：子どもが欲しい情報を把握する必要がある

C 高津区役所 企画課

323 たまくこどもページ

　多摩区のホームページからアクセス
し、子ども向けに多摩区の施設や区役所
の仕事に関する情報、区内の学校の様子
などを紹介している。漢字にはふりがな
をつけるなど、子どもにわかりやすいよ
う配慮している。

　１学期、２学期と、それぞれ記事の加除修正
を実施した。 3 　１学期、２学期と、それぞれ記事の加除修正

を実施した。 3
　多摩区内の施設や、区役所の仕事に関する情報の発信
を、今年度も引き続き行った。
　また、組織改編に伴い、メンテナンスを実施した。

3

■成果：子ども向けに、区内の施設、区役所の仕事の情報を発信す
ることができた。

■「子どもの権利」に関連して：子ども向けに、区役所の仕事の情
報を発信することができた。

■課題：わかりやすい情報発信を継続していく必要がある。

C 多摩区役所
地域みまもり支援センター
学校・地域連携

324 362 あさおくきっずページ

　子ども自身が必要な情報を得られるよ
う区役所の仕事や麻生区に関する情報、
相談機関等についての情報を、ホーム
ページ（あさおくきっずページ）で提供
する。

　「あさおくきっずページ」で区役所の仕事や
麻生区に関する情報、各種相談機関等の情報を
子どもにわかりやすく提供した。また、小中学
生向けのイベント情報「小中学生イベントカレ
ンダー」を毎月更新し提供した。

3

　「あさおくきっずページ」で区役所の仕事や
麻生区に関する情報、各種相談機関等の情報を
子どもにわかりやすく提供した。また、小中学
生向けのイベント情報「小中学生イベントカレ
ンダー」を毎月更新し提供した。

3

　組織改編に伴い「あさおくきっずページ」を修正し、
区役所の仕事や麻生区に関する情報、各種相談機関等の
情報を子どもにわかりやすく提供した。また、小中学生
向けのイベント情報「小中学生イベントカレンダー」を
毎月更新し提供した。

3

■成果：組織情報の更新やイベントカレンダーを通して、子どもの
必要とする相談機関やイベントの情報を提供をすることができた。

■「子どもの権利」に関連して：相談先の情報や、地域で参加でき
るイベントの紹介を通して、子どもの健全な育成を推進した。

■課題：子どもにわかりやすく情報提供できるよう、内容を検討し
ていく。

C 麻生区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

325
こどものページ（上下水道
局）

　ウェブサイトにて、上下水道作品コン
クールの入賞作品を掲出している。ま
た、上下水道のはたらきとしくみを紹介
している。

　平成２６年度に開催した第５７回水道週間川
崎市小・中学生作品コンクール及び第２４回川
崎市小学生下水道作品コンクールの入賞作品約
２００点を局ジウェブサイトにて紹介した。

3

　平成２７年度に開催した第５８回水道週間川
崎市小・中学生作品コンクール及び第２５回川
崎市小学生下水道作品コンクールの入賞作品約
２００点を局ウェブサイト内にて紹介した。
また、上下水道を紹介するウェブページについ
ては、難しい漢字に振り仮名をふるようにし
た。

3

　平成２８年度に開催した第５９回水道週間川崎市小・
中学生作品コンクール及び第２６回川崎市小学生下水道
作品コンクールの入賞作品約２００点を局ウェブサイト
内にて紹介した。

3

■成果：コンクールの受賞作品を３年間欠かさずウェブサイトにお
いて紹介することができた。

■「子どもの権利」に関連して：局ウェブサイトの子どものページ
において、振り仮名をふるなど、子どもにわかりやすいウェブペー
ジを作成することができた。

■課題：作品紹介のウェブページ（絵画部門）で画像ファイルが多
いため、ウェブページの表示に時間がかかる。

C 上下水道局 サービス推進課

326
川崎市小学生下水道作品コ
ンクール

　大切な市民財産である下水道につい
て、次世代を担う小学生が理解と関心を
高めることを目的として作品を募集す
る。

　５月から７月にかけて絵画・ポスター、書
写、標語の各部門の作品を募集したところ、
13,704点（応募学校数：小学校10５校）の応
募があり、８月に審査を行ったうえ、入賞者72
人については２月２８日に水道の入賞者と合同
で表彰式を実施した。

3

　５月から７月にかけて絵画・ポスター、書
写、標語の各部門の作品を募集したところ、１
４，５５３点（応募学校数：小学校１０９校）
の応募があり、８月に審査を行ったうえ、入賞
者72人については３月１２日に水道の入賞者と
合同で表彰式を実施した。

3

　５月から７月にかけて絵画・ポスター、書写、標語の
各部門の作品を募集したところ、１５，６１５点（応募
学校数：小学校１０6校）の応募があり、８月に審査を
行ったうえ、入賞者72人については３月４日に水道の入
賞者と合同で表彰式を実施した。

3

■成果：３年間で応募者が約２０００点増えた。

■「子どもの権利」に関連して：コンクールをとおして、子どもが
下水道に関心を持つ機会が増えた。

■課題：学校によりコンクールへの取組に差がある。

C 上下水道局 サービス推進課

327
水道週間川崎市小・中学生
作品コンクール

　水は「限りあるもの」ということを、
作品の応募を通じて次世代を担う小中学
生に考えてもらうため、作品コンクール
を毎年実施する。

　６月から10月にかけて作文、絵画・ポス
ター、書写、標語の各部門の作品を募集したと
ころ、13,162点（応募学校数：小学校97校、
中学校29校）の応募があり、11月に審査を
行ったうえ、入賞者124人については2月28日
に下水道の入賞者と合同で表彰式を実施した。

3

　６月から10月にかけて作文、絵画・ポス
ター、書写、標語の各部門の作品を募集したと
ころ、１４,０９５点（応募学校数：小学校１０
５校、中学校２１校）の応募があり、11月に審
査を行ったうえ、入賞者124人については３月
１２日に下水道の入賞者と合同で表彰式を実施
した。
　なお、本調査表の平成２７年度の課題等に記
載した基準の見直しということで、文字数を８
００字から４００字に変えて応募しやすくする
ことを検討したが、４００字にすると全国の水
道作品コンクールの基準と合わなくなってしま
うため、今年度は基準を変更しなかった。

3

　７月から10月にかけて作文、絵画・ポスター、書写、
標語の各部門の作品を募集したところ、１４,９９４点
（応募学校数：小学校１０３校、中学校１９校）の応募
があり、11月に審査を行ったうえ、入賞者1１９人につ
いては３月４日に下水道の入賞者と合同で表彰式を実施
した。

3

■成果：３年間で応募者が約２０００点増えた。

■「子どもの権利」に関連して：コンクールをとおして、子どもが
水道に関心を持つ機会が増えた。

■課題：作文部門の応募者数が少ない。学校によりコンクールへの
取組に差がある。

C 上下水道局 サービス推進課

328 市バスキッズページ

　インターネットを利用して、子どもた
ちに市バス事業を理解し、関心を持って
もらうために子ども向けのページを作成
する。

  ギャラリーバスの現在実施している小学校を
お知らせするページを、作品の張り替えごとに
更新した。

3

  ギャラリーバスの現在実施している小学校を
お知らせするページを毎月更新することで、子
どもたちの市バスへの親しみやモチベーション
アップにつなげ、子どもの参加を促しました。

3

  ギャラリーバスの現在実施している小学校をお知らせす
るページを毎月更新することで、子どもたちの市バスへ
の親しみやモチベーションアップにつなげ、子どもの参
加を促した。

3

■成果：市バスキッズページを更新することで、子どもたちの市バ
スへの親しみやモチベーションアップにつながった。

■「子どもの権利」に関連して：市バスへの親しみを持ってもらう
ことで、市バスを利用した外出機会の増加に寄与した。

■課題：引き続き、子どもたちに、より市バス事業を理解し、関心
を持ってもらえるようなコンテンツの作成の検討を行うことが課題
である。

C 交通局 管理課

329
川崎市立図書館こどもの
ページ

　川崎市立図書館のホームページ内の子
ども向けのページで図書館の利用案内や
子ども向けの図書を紹介する。調べ学習
や地域の学習に役立つパスファインダー
（調べ方案内）を掲載する。

　平成２６年度は、読書のまち・かわさき事業
で発行している「子ども読書１００選」の改正
を受け、その内容を反映した。また、新刊案内
や「１０代のアナタにおくる」ブックガイド
コーナーも定期的に新しい内容に更新した。

3

　新刊案内や「１０代のアナタにおくる」ブッ
クガイドコーナーの更新を適宜行った。また、
パスファインダー（調べ物案内）を新たに２項
目掲載した他、「えほんだいすき」について画
像イメージを掲載した。

3
新刊案内や「１０代のアナタにおくる」ブックガイド
コーナーの更新を適宜行った。また、「えほんだいす
き」についても最新版に更新した。

3

■成果：適宜、新刊や推薦図書等に係る情報を更新・発信すること
により、子どもの円滑な図書館利用の確保を図った。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが自ら考え行動する力を養
う読書活動の普及を目的とした、本サイトからの情報発信を通じ
て、「子どもの権利」の保障を図った。

■課題：引き続き、掲載情報の更新やレイアウトの見直し等を行い
ながら、子どもにとってわかりやすく活用しやすいサイトづくりを
図る必要がある。

C 教育委員会事務局 生涯学習推進課

330 生徒会役員選挙協力事業

　実際の選挙に使用する選挙物品や道
具、資料等を提供し、選挙の正しいあり
方を体験することによって民主主義に対
する理解と関心を高め、さらに、子ども
の市政や地域に主体的に関わろうとする
意欲を高めるための事業であり、投票
箱、投票記載台、腕章、たすき、のぼり
旗等を貸与する。

  市立中学校41校で実施し、過去最多の実施数
となった。21,000人を超える生徒が投・開票
器材を使用して実際の選挙さながらに生徒会役
員選挙を行った。

2

　選挙権年齢の引き下げに伴い実施希望校も増
加し、市立中学校44校（過去最多の実施数）の
ほか、市立及び私立高校、特別支援学校からも
機材借用の依頼があり、特別支援学校では模擬
投票も行った。合計25,000人を超える生徒
が、実物の投・開票器材を使用した生徒会役員
選挙または模擬投票を体験することができた。

2

過去最多であった昨年度と同数の市立中学校44校のほ
か、市立、特別支援学校からも器材借用の依頼があり、
高校では生徒会選挙の実施を踏まえて選挙出前講座を
行った。合計約25,000人の生徒が、実物の投・開票器材
を使用した生徒会役員選挙または模擬投票を体験するこ
とができた。

3

■成果：市立中学校については８割を超える学校で実施しており、
事業の定着とともに市内在住の多くの中学生が投票行為を体験した
ことになる。

■「子どもの権利」に関連して：選挙権を得る前の世代として「子
どもの参加する権利」につながった。

■課題：事業自体は定着していたので、今後は出前講座等との事業
の複合化を図りたい。

B 選挙管理委員会事務
局

選挙課

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止
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〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕
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施策の方向Ⅳ　子どもの参加（第４章）

具体的な取組

施策の方向Ⅳ　300～345

331 (２２)  29条 市議会キッズページ
　市議会のホームページで「市議会のし
くみ」を分かりやすく説明した「キッズ
ページ」を運営する。

　市議会のホームページで「キッズページ」を
掲載し、子どもたちに議会活動を分かりやすく
伝えることができた。

3
　市議会のホームページで「キッズページ」を
掲載し、子どもたちに議会活動を分かりやすく
伝えることができた。

3
　市議会のホームページで「キッズページ」を掲載し、
子どもたちに議会活動を分かりやすく伝えることができ
た。

3

■成果：市議会ホームページに掲載することで、子どもたちに議会
活動を分かりやすく伝えることができた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもたちにとって難しい語句に
は振り仮名をふるなど、子どもにわかりやすいウェブページを作成
することができた。

■課題：今後も子どもたちに議会活動を分かりやすく伝える必要が
あるため継続して取り組む必要がある。

C 議会局 広報・報道担当

332 こども議場見学会

　議会広報の充実の一環として、こども
たちが実際の議場を見学する｢夏休み こ
ども議場見学会」を開催する。市議会の
しくみや概要などについてDVD 鑑賞や施
設見学などを交え、わかりやすく解説す
る。

　小学校４年生～６年生の児童とその保護者を
対象に「夏休み こども議場見学会」を８月に開
催した。本会議場の見学や議長・副議長への質
問タイムなどを行い、子どもたちにとって、よ
り身近に市議会を感じてもらうことができた。

3

 　小学校４年生～６年生の児童とその保護者を
対象に夏休み子ども議場見学会を８月に開催し
た。本会議場の見学や議長・副議長への質問タ
イムなどを行い、子どもたちにとって、より身
近に市議会を感じてもらうことができた。

3

 　小学校４年生～６年生の児童とその保護者を対象に夏
休み子ども議場見学会を８月に開催した。本会議場の見
学や議長・副議長への質問タイムなどを行い、子どもた
ちにとって、より身近に市議会を感じてもらうことがで
きた。

3

■成果：本会議場の見学や議長・副議長への質問タイムなどのプロ
グラムを通じて、より身近に市議会を感じてもらうことができた。

■「子どもの権利」に関連して：本事業をとおして、子どもが議会
に関心を持つ機会が増えた。

■課題：今後も子どもたちにとって市議会をより身近に感じてもら
うための企画をつくり、対象児童や保護者への周知を幅広く行い、
より多くの子どもたちに参加してもらうことを目指す。

C 議会局 広報・報道担当

333 ＤＶＤ「市議会のしくみ」

　議会の活動を分かりやすく紹介した
DVDを市内小・中・高等学校、特別支援
学校や市内公立図書館へ配布し、また市
議会のホームページへ掲載する。

　市議会のホームページに掲載するとともに、
議会の団体傍聴や市内の小・中・高等学校など
でも活用し、議会活動を広く知ってもらうこと
ができた。

3

　市議会のホームページに掲載するとともに、
議会の団体傍聴・団体見学や市内の学校などで
も活用され、議会活動を広く知ってもらうこと
ができた。

3
　市議会のホームページに掲載するとともに、議会の団
体傍聴・団体見学や市内の学校などでも活用され、議会
活動を広く知ってもらうことができた。

3

■成果：市議会ホームページへの掲載、議会の団体傍聴・団体見
学、各学校での活用により、子どもたちにも議会活動を分かりやす
く伝えることができた。

■「子どもの権利」に関連して：各学校での活用により、子どもた
ちにも議会活動を分かりやすく伝えることができた。

■課題：今後も子どもたちや議会のことを知らない人のために議会
活動を知ってもらえるよう継続して取り組む必要がある。

C 議会局 広報・報道担当

334 (２３)  

　市政について、子ど
もの意見を求めるた
め、川崎市子ども会議
を開催します。また、
子ども会議サポーター
の養成等により、子ど
もの自主的、自発的な
活動を支援します。

30条 300
313 子ども会議

　川崎市子どもの権利に関する条例に基
づき、子どもの意見表明の場として川崎
市子ども会議を開催し、市長への提言、
活動報告等を支援する。

　今年度、たばこの分煙について、エコキャッ
プ、子ども会議の連携をテーマに定例会を25回
開催した。これら一年間取り組んだ活動内容に
ついて3月に市長への報告会を行った。

3

　今年度も引き続き、「たばこの分煙につい
て」「エコキャップ」「子ども会議同士の連
携」をテーマに定例会を２４回開催した。ま
た、３月に市長へ一年間の活動内容について報
告会を行った。

3

　今年度も引き続き、「たばこの分煙について」「エコ
キャップ」「子ども会議同士の連携」をテーマに定例会
を２４回開催した。また、３月に市長へ一年間の活動内
容について報告会を行った。

3

■成果：３つのテーマについてそれぞれ具体的な成果が上がった。
たばこの分煙学習では、よりよい喫煙所について考え、提言するこ
とができた。エコキャップ運動では3年間でキャップを計３６０．
６人分のワクチンに変え、多くの子どもたちを救ってきた。また、
市内、市外いろいろな子ども会議との交流も進んだ。

■「子どもの権利」に関連して：テーマについて机上の話し合いで
終わることなく、実際の施設の見学や活動に参加することなどを保
障していった。

■課題：子どもたちが、本気で取り組んでみたいテーマ設定ができ
ているか、常に意識していくことが大切である。そのために、事務
局やサポーターの子どもたちへの関わり方が重要である。

C 教育委員会事務局 生涯学習推進課

335
川崎市子ども会議サポー
ター養成講座

　子どもたちが参加しやすく、話しやす
い雰囲気づくりを促進し、子どもの自主
的な活動を支援するために、サポーター
を養成する講座や研修を実施する。

　年4回のサポーター研修を実施した。他都市
の子ども会議に参加し、子どもの権利について
の理解を深めるとともに、サポーターとしての
支援方法について学ぶことができた。

3

　今年度も年４回のサポーター研修を実施し、
他都市の子ども会議に参加し、子どもの権利に
ついての理解を深めた。また、計画したサポー
ター研修のほかにも、サポーターの自主的な学
習会を実施し、サポーターとしてのよりよい関
わり方について学ぶことができた。

3

　今年度は年４回のサポーター研修を実施した。市外で
は豊橋市、青森市の子ども会議に参加し、子ども会議の
進め方、子どもの権利についての理解を深めた。また、
サポーターの自主的な学習会を実施し、サポーターとし
てのよりよい関わり方について学ぶことができた。

3

■成果：子ども会議のサポーターとしての力量、見識を高めること
ができた。どのように子どもたちに関わることが大切なのか、その
言葉かけ、タイミングなど一人ひとりの力を高めることができた。

■「子どもの権利」に関連して：サポーターの力量を高めること
が、子ども会議の円滑な運営につなげることができた。

■課題：サポーターの世代交代を図っていくことが必要である。と
くに大学生サポーターの人材発掘が急務。

C 教育委員会事務局 生涯学習推進課

336  

　川崎市子ども会議
と、行政区、中学校区
子ども会議との交流を
支援し、活動の促進を
図ります。

川崎市子ども会議推進委員
会事業

　子ども集会を開催するなど、川崎市子
ども会議と中学校区・行政区子ども会議
の連携・交流を図る。

　年3回の推進委員会を開催した。今年度は、
推進委員会の前に準備会を開催し、市子ども会
議、行政区子ども会議の担当者が集まり、子ど
も会議の活性化や連携について意見交換した。
子ども集会は、1月に開催し、昨年度を上回る
69名の参加者があった。

3

　年３回の推進委員会を開催した。また準備会
も年３回開き子ども会議の活性化、連携につい
て意見交換を行った。また、市子ども会議と行
政区子ども会議の交流が年３回実施できた。そ
のうちの一つ「かわさき子ども集会」では、市
子ども会議、６行政区子ども会議の子どもた
ち、大人が総勢８５名集まり交流を図った。

3

　年３回の推進委員会を開催した。また担当者会も年５
回開き、子ども会議の活性化、連携について意見交換を
行った。また、市子ども会議と行政区子ども会議の交流
が年３回実施できた。そのうちの一つ「かわさき子ども
集会」では、市子ども会議、７行政区子ども会議の子ど
もたち、大人が総勢９１名集まり交流を図った。

3

■成果：推進委員会、担当者会を合わせて計8回の会議を開催し、
担当者同士の意思疎通、相互理解につながった。その結果、市・行
政区子ども会議同士の連携、交流が進んだ。

■「子どもの権利」に関連して：推進委員会、担当者会では、子ど
も会議が円滑に運営されるように、よりよい子ども会議の進め方、
運営方法について話し合いを行った。

■課題：さらに子ども会議同士の交流が深まるように、推進委員
会、担当者会で新たな方策について話し合いを推進することが必要
である。

C 教育委員会事務局 生涯学習推進課

337 (２４)  

　子どもだけで安心し
て自由に利用できる子
ども夢パークにおい
て、こどもゆめ横丁な
ど子どもが自主的、自
発的に参加する活動を
支援します。

31条 302
342

子ども夢パーク事業(子ど
も運営委員会）

　子どもの活動拠点として、また、子ど
もなら誰でも利用できる施設として、子
どもの意見表明・参加を実践するために
事業を行う。施設において、子ども運営
委員会を組織し、子どもの意見を施設の
管理運営事業実施に反映させる。

　子ども運営委員会を組織し、子どもの意見を
スタジオの利用方法や「KUJIROCK」、「こ
どもゆめ横丁」などのイベント開催といった施
設の管理運営事業実施に反映させた。

3

　子どもの意見表明・参加を実践する子どもが
中心となった委員会を組織し、横丁会議は７回
開催、「こどもゆめ横丁」の建設も廃材を使っ
て子ども達自身の手で行った。

3
　各種行事の実施に当たっては、子ども運営委員会を組
織するなど、多くの子どもの意見を反映させ、子ども自
身が企画、実施に携わった。

3

■成果：各種行事等の実施にあたり、子どもが自ら育ち、学べるよ
うな環境を整備した。

■「子どもの権利」に関連して：各種行事等に多くの子どもの意見
を反映させ、子ども自身が企画、実施に携わるなど、子どもの意見
表明と参加が促進された。

■課題：子どもの活動拠点として、また子どもなら誰でも利用でき
る施設として、多くの子どもの声や意見を反映させ、子どもが自ら
育ち、学べるような環境づくりを継続していく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

338
子ども夢パーク事業（子ど
もの活動）

　子どもの活動拠点づくりを推進するた
め、子どもが中心に企画・運営する、こ
どもゆめ横丁、KUJI POCK等を実施す
る。

　子どもの意見を尊重し、子どもたちによる会
議を組織し、こどもゆめ横丁に130人が出店し
2,517人が来場、KUJI POCK等の企画・準
備・運営・片付けに46バンドが関り805人が
来場した。

3

　子どもの意見を尊重し、子どもたちによる会
議を組織し、こどもゆめ横丁に２５の店が出店
し８２８人が来場、夢♪交響楽（ドリームシン
フォニー）に４７４人が参加、夢パまつり
2015に２，１３０人、KUJI ROCKには夏・
冬ともに各１３０人（夏11バンド、冬１３バン
ド）が参加した。

3
　子どもの意見を尊重し、子どもたちによる会議を組織
し、こどもゆめ横丁、夢パまつり、KUJI ROCK等を開
催した。

3

■成果：子どもの意見を尊重し、子ども自身が企画、運営するイベ
ントを実施した。

■「子どもの権利」に関連して：子どもの自主的、自発的な参加活
動を支援できた。

■課題：引き続き、子どもの意見を尊重し、子どもの自主的、自発
的な参加活動を促す環境をつくっていく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

339 (２５)  

　学校における生徒会
活動等、子どもの自主
的な活動を支援し、子
どもの意見等が施設運
営に反映されるよう努
めます。

32条 309 学校における生徒会活動
生徒会活動等を通して生徒の自主性・自
発性を尊重し、実践に生かされるように
教師が適切に指導援助するよう努める。

　各学校の現状に応じて生徒会活動等を行っ
た。生徒の自主性・自発性を尊重し、実践に生
かされるように教師が適切に指導援助すること
に努めるように留意した。

3

　学校の現状に応じた生徒会活動等を行ってい
くために、特別活動の意義を教職員で共通理解
している。生徒の自主性を尊重し、実践に生か
されるように教師が適切に指導援助するよう努
めた。

3

　学校の実情に応じた生徒会活動を行っていくために、
特別活動部会総会や教育課程研究会、地区研究会等の機
会を通じて、生徒の自主性を尊重し、実践につながる指
導助言の方法等について伝達した。さらに、特別活動の
意義を全教職員で共通理解する大切さについても周知し
た。

3

■成果：生徒会担当など多くの教師が集まる特別活動部会総会や教
育課程研究会において、生徒会活動の実践例などの伝達を行ない、
教師の指導・援助についての共通理解を図った。

■「子どもの権利」に関連して：生徒総会、委員会活動、リーダー
研修会など様々な機会を通じて、生徒一人ひとりの思いや願いを具
現化する重要性を伝達した。

■課題：生徒一人ひとりが活躍する機会をつくり、より主体的に生
徒会活動を運営するための指導・援助の方法について実践例を共有
する必要がある。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
カリキュラムセンター

340 (２６)  33条
保育園利用者説明会・懇談
会･保護者面談の実施

　利用者（保護者）に対して保育方針や
子どもの権利保障への取組等について説
明を行い、意見を出せる機会を持ち、利
用者の意見を取り入れた保育運営を図
る。

　入所時等の保育説明会の際に、保育方針や子
どもの権利保障への取組等について説明を行っ
た。
　保護者からの意見は、口頭で受け付けるほか
意見箱を設け、意見を受ける機会を設けてい
る。また、定期開催される保護者役員会で意見
集約等の案内を行った。

3

　入所時等の保育説明会の際に、保育方針や子
どもの権利擁護の取組み等に関する説明を行っ
た。
　保護者からの意見について、口頭によるほか
意見箱の設置による書面の受付けを行い、意見
申出の機会確保に努めた。また、定期に開催さ
れる保護者役員会において、意見申出の方法を
紹介したり、集約した意見の紹介を行うなどし
た。

3

　保育内容説明会の際に、保育方針や子どもの権利擁護
の取組み等に関する説明を行った。
　保護者からの意見について、口頭によるほか意見箱の
設置による書面の受付けを行い、意見申出の機会確保に
努めた。また、定期に開催される保護者役員会や懇談会
において、意見申出の方法を紹介したり、集約した意見
の紹介を行うなどした。

3

■成果：保護者に対し子どもの権利の意識を高めることができた。

■「子どもの権利」に関連して：毎年話し合う場や説明する場をつ
くり、開かれた施設づくりを推進した。

■課題：引き続き定期的に話し合う場を提供していく。

C こども未来局 運営管理課

341
228
308 学校教育推進会議

　教育目標、教育活動等に関し、定期的
に話し合う場として位置付け、校長の求
めに応じて児童生徒、保護者、学区域住
民等が、意見を述べ.る機会として設置
し、より一層開かれた学校づくりの推進
を担う。

　各校において、地域とともに歩む、地域に開
かれた学校づくりを進める上で、貴重な意見が
寄せられた。学校評価システムにも有効に機能
し、平成26年度はすべての市立学校（178
校）において、学校関係者評価が学校評価シー
ト上に記された。

3

　各校において、地域とともに歩む、地域に開
かれた学校づくりを進める上で、貴重な意見が
寄せられた。学校評価システムにも有効に機能
し、すべての市立学校（178校）において、学
校関係者評価が学校評価シート上に記されてい
る。

3

　各校において、地域とともに歩む、地域に開かれた学
校づくりを進める上で、貴重な意見が寄せられた。学校
評価システムにも有効に機能し、平成28年度はすべての
市立学校（178校）において、学校関係者評価が学校評
価シート上に記された。

3

■成果：学校評価システムの機能強化が図られ、すべての市立学校
（178校）で適正な学校関係者評価が定着した。また、キャリア在
り方生き方教育など、今日的課題についても評価項目に掲げられ、
実効性のある評価がなされている。

■「子どもの権利」に関連して：人権尊重教育をすべての教育活動
の基盤においており、確実に評価がなされている。

■課題：PDCAサイクルのいっそうの充実。

C 教育委員会事務局 教育改革推進担当

　各種子ども教室や施
設見学等により様々な
社会体験ができるよ
う、子ども向けの事業
を実施します。また、
それらの情報を集約
し、ホームページ等に
おいて子どもに分かり
やすく提供します。

　学校教育推進会議
等、学校や保育園等に
おいて、子どもと親等
やその他地域住民に対
し、施設の運営につい
て説明し、定期的に話
し合う場を提供し、開
かれた施設づくりを推
進します。
　学校の運営につい
て、子どもや親等その
他地域住民に運営につ
いて説明し、定期的に
話し合う場である学校
教育推進会議を促進し
ます。

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止
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価

平成２８年度の所
管局

平成２８年度の所管課

〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅳ　子どもの参加（第４章）

具体的な取組

施策の方向Ⅳ　300～345

342 (２７)  

子ども夢パークやこど
も文化センター等、子
どもが主に利用する施
設の運営にあたり、子
ども運営委員会を組織
し、定期的に子どもの
意見を聴くよう努めま
す。

34条
302
337

子ども夢パーク事業(子ど
も運営委員会）

　子どもの活動拠点として、また、子ど
もなら誰でも利用できる施設として、子
どもの意見表明・参加を実践するために
事業を行う。施設において、子ども運営
委員会を組織し、子どもの意見を施設の
管理運営事業実施に反映させる。

　子ども運営委員会を組織し、子どもの意見を
スタジオの利用方法や「KUJIROCK」、「こ
どもゆめ横丁」などのイベント開催といった施
設の管理運営事業実施に反映させた。

3

　子どもの意見表明・参加を実践する子どもが
中心となった委員会を組織し、横丁会議は７回
開催、「こどもゆめ横丁」の建設も廃材を使っ
て子ども達自身の手で行った。

3
　各種行事の実施に当たっては、子ども運営委員会を組
織するなど、多くの子どもの意見を反映させ、子ども自
身が企画、実施に携わった。

3

■成果：各種行事等の実施にあたり、子どもが自ら育ち、学べるよ
うな環境を整備した。

■「子どもの権利」に関連して：各種行事等に多くの子どもの意見
を反映させ、子ども自身が企画、実施に携わるなど、子どもの意見
表明と参加が促進された。

■課題：子どもの活動拠点として、また子どもなら誰でも利用でき
る施設として、多くの子どもの声や意見を反映させ、子どもが自ら
育ち、学べるような環境づくりを継続していく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

343 304
こども文化センター運営協
議会

　地域が主体となったこども文化セン
ターの運営を図るために、こども文化セ
ンターの利用者等により運営協議会を組
織し、運営上の諸課題等について協議す
る。また、子どもたちの参加を含め、意
見を取り入れるよう努める。

　こども文化センター全58館において運営協議
会を開催し、館ごとの行事や運営上の課題につ
いて話し合った。また、子どもの参加活動を促
し、意見を取り入れた。

3

　こども文化センター全58館において運営協議
会を開催し、館ごとの行事や運営上の課題につ
いて話し合った。また、子どもの参加活動を促
し、意見を取り入れた。

3
　こども文化センター全57館において運営協議会を開催
し、館ごとの行事や運営上の課題について話し合った。
また、子どもの参加活動を促し、意見を取り入れた。

3

■成果：各行事の実施にあたり、子どもが自ら育ち、学べるような
環境づくりがなされた。

■「子どもの権利」に関連して：多くの子どもの意見を反映させ、
子ども自身が企画、実施に携わるなど、子どもの意見表明と参加が
促進された。

■課題：子どもが安心して過ごせる居場所として、多くの子どもの
声や意見を反映させ、子どもが自ら育ち、学べるような環境づくり
を継続していく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

344 305
こども文化センター・わく
わくプラザ子ども運営会議

　こども文化センターやわくわくプラザ
の運営にあたり、幅広く子どもの意見を
聴くために、会議の企画・運営の全て
を、子どもが中心となって行い、職員や
地域のおとなはその補助に徹するよう努
めていく。

　こども文化センターやわくわくプラザの運営
にあたり、子どもが中心となって利用のルール
を定めたり、希望する行事等の意見を聴取し、
子どもが主体的に企画し運営に携わるような行
事を開催した。

3

　こども文化センターやわくわくプラザの運営
にあたり、子どもが中心となって利用のルール
を定めたり、希望する行事等の意見を聴取し、
子どもが主体的に企画し運営に携わるような行
事を開催した。

3

　こども文化センターやわくわくプラザの運営にあた
り、子どもが中心となって利用のルールを定めたり、希
望する行事等の意見を聴取し、子どもが主体的に企画し
運営に携わるような行事を開催した。

3

■成果：各行事の実施にあたり、子どもが自ら育ち、学べるような
環境づくりがなされた。

■「子どもの権利」に関連して：多くの子どもの意見を反映させ、
子ども自身が企画、実施に携わるなど、子どもの意見表明と参加が
促進された。

■課題：子どもが安心して過ごせる居場所として、多くの子どもの
声や意見を反映させ、子どもが自ら育ち、学べるような環境づくり
を継続していく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

345 307
青少年施設における子ども
運営委員会

　子ども夢パークを除く他の施設におい
て、子どもの意見を取り入れた施設運営
が図れるよう取り組み、子どもが意見を
表明することを支援する。

　子どもの意見を取り入れ、子どもたちにとっ
て魅力ある施設として運営できるよう、子ども
運営委員会委員募集を市政だよりやホームペー
ジで広報し、運営委員会で行事企画を行うなど
活性化を図った。

3

　子どもの意見を取り入れ、子どもたちにとっ
て魅力ある施設として運営できるよう、子ども
運営委員会委員募集を市政だよりやホームペー
ジで広報し、運営委員会で行事企画を行うなど
活性化を図った。

3
　子どもの意見を反映し、子ども自身が企画、実施に携
わることにより、子どもにとって魅力ある施設として運
営できるよう、子ども運営委員会を開催した。

3

■成果：子ども運営委員会等での意見表明や子どもたちが企画、実
施に携わる行事の実施により、子どもの参加を促進した。

■「子どもの権利」に関連して：子どもの意見表明の場をつくり、
参加の促進に寄与している。

■課題：引き続き、子ども自身が意見表明し、参加が促進されるよ
うな支援を行っていく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止

122 123


